
 

 

 

 

 

 

第１１回 ASEAN＋３国境を越える犯罪に関する閣僚会議（第１１回 AMMTC＋３） 

共同声明 

 

ともにいたわり、ともに備え、ともに繁栄する 

 

２０２１年９月３０日 オンライン会合 

 

 

１. ２０２１年９月３０日、第１１回 ASEAN＋３国境を越える犯罪に関する閣僚会

議（第１１回 AMMTC＋３）がオンライン形式で開催された。議長はブルネイが

務めた。 

 

２. 我々は、国境を越える犯罪を防止し、それと闘うためには ASEAN＋３の協力枠

組みが重要であることを再確認し、我々の地域における平和と安定を確保する

ために協力を強化する意思を強調した。 

 

３. 我々は、２０２１年７月２８日に SOMTCリーダー国ブルネイを議長国としてオ

ンライン形式で開催された第１８回 ASEAN＋３国境を越える犯罪に関する高級

実務者会合（第１８回 SOMTC＋３）及び２０２１年９月２８年に同じく SOMTC

リーダー国ブルネイを議長国としてオンライン形式で開催された第１１回

AMMTC＋３のための準備 SOMTC＋３会合の成果に留意した。 

 

４. 我々は、新型コロナウイルスのパンデミックにも関わらず、「ASEAN＋３協力

のための作業計画（2018-2022）」の国境を越える犯罪関連項目の実施に係る

進捗を賞賛し、それを効果的に実施していく意思を再確認した。 

 

５. 我々は、ポスト新型コロナウイルス・パンデミック時代の新たな犯罪情勢に対

処する上での課題への対応を含め、国境を越える犯罪との闘いにおける ASEAN

＋３協力の現状と今後の方向性について意見交換を行った。 

 

６. 我々は、２０２２年に第１２回 AMMTC+３会合を主催するという、カンボジア王

国からの寛大な申し出を歓迎した。 

 

７. 我々は、会議のためになされた素晴らしい調整に関し、ブルネイ政府に深い感

謝の意を表し、会議は、友情と真心という伝統的な ASEANスピリットをもって

開催された。 
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